
令和８年５月３１日

以前

令和８年６月１日

以降

令和８年５月３１日

以前

令和８年６月１日

以降

課税世帯 一 般 ５１０円 ５５０円 ３７０円 ４３０円

低所得者Ⅱ
２４０円

医療の必要性の高い方

91日目以降は190円

２７０円
医療の必要性の高い方

91日目以降は220円

３７０円 ４３０円

低所得者Ⅰ
１４０円

医療の必要性の高い方

は110円

１６０円
医療の必要性の高い方

は130円

３７０円 ４３０円

３００円 ３３０円 ０円 ０円

入院時食事療養費(Ⅰ)

入院時生活療養費(Ⅰ)

１食あたりの負担額 １日あたりの居住費負担額

市区町村民税

非課税世帯

指定難病患者


